
1 

大阪市立日之出保育所 重要事項説明書 

  

保育の提供の開始にあたり、当保育所があなたに説明すべき内容は、次のとおりで

す。 

 

 

１ 施設運営主体 

名  称 大阪市（こども青少年局幼保施策部保育所運営課） 

所 在 地 大阪市西区立売堀４-10-18 阿波座センタービル４階 

電話番号  06-6684-9345 

代表者氏名 市長 横山 英幸 

 

 

   ２ 利用施設 

施 設 の 種 類 保育所 

施 設 の 名 称 市立日之出保育所 

施 設 の 所 在 地 大阪市東淀川区東中島 4－11－25 

連  絡  先 電話番号 06-6323－9800 

ＦＡＸ 06-6323－9800 

施 設 長 所長 脇阪 真理子 

対 象 児 童 児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところに

より、保育を必要とする小学校就学前児童 

認 可 定 員 ０歳児  6人  １歳児 18人 

２歳児 18人  ３歳児 25人 

４歳児 25人  ５歳児 30人 

利 用 定 員 満３歳以上の児童       80人 

満１歳以上満３歳未満の児童   36人 

満１歳未満の児童         3人 

開 設 年 月 日  昭和 48年 4月 25日 

事 業 所 番 号  271005000513 

 

 

３ 施設の目的・運営方針 

  日之出保育所（以下「当所」という。）は、以下の運営方針に基づき、保育を必要

とする児童を日々受け入れ、保育を行うことを目的とします。 

(1)「当所」は、保育の提供に当たっては、入所する乳児及び幼児（以下「児童」と

いう。）の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわ

しい生活の場を提供するよう努めます。  
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(2)「当所」は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、

児童の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行います。 

 

 (3) 「当所」は、児童の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りなが

ら、児童の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう

努めます。 

 

 

４ 当所における施設・設備等の概要 

(1) 施 設 

敷 地 2845㎡ 

園 舎 

構 造 RC造 

1階建 2階の一部 

延べ面積 1763㎡ 

園  庭 650㎡ 

 

 (2) 主な設備 

    別紙配置図のとおり  

 

 

５ 提供する保育等の内容 

  当所は、保育所保育指針（平成 29 年３月 31 日厚労告 117）を踏まえ、以下の保

育その他の便宜の提供を行います。 

 

(1) 特定教育・保育及び時間外保育の提供 

    下記８に記載する時間において、保育を提供します。 

 

 (2) 障がい児保育 

地域社会の中で、障がいのあるこどもが仲間と共に育ちあうことを基本的な

考え方として、障がい児保育を行っています。 

 

 (3) 地域交流活動  

       地域のこどもたちを保育所行事などに招待して一緒に楽しんだり、保育所の

庭で遊んだりします。 

 

 (4) 子育て相談事業 

    子育ての悩みなど電話で受け付けています。 

    《 受付：月～金 午前 10時から午後 2時 》 
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 (5) 地域子育て支援拠点事業 

       地域の子育て家庭の支援を目的に、地域子育て支援センターにおいて子育て

相談や遊びの広場、親子教室、子育て講座、子育て情報の提供などを行いま

す。 

 

 (6) 病後児保育事業 

       保育所においては病後児保育として、病気回復期等にあり、集団保育が困難

でかつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育できない児童をお預かりし

ます。利用する際には別途利用料が必要です。 

 

 

６ 職員の職種、職員数及び職務の内容 令和８年４月１日現在 

職 種 職務の内容 職員数 常勤 非常勤 備考 

所長 保育所運営をつかさどり、所属職員

を監督 

1 

 

1 

 
 

 

副所長 所長を助け、命を受けて保育所運営

業務の一部を補佐、児童の保育等を

つかさどる 

1 1  

 

保育士 児童の保育等をつかさどる 11 11   

技能職員 給食調理等をつかさどる 2 2   

当所では、「大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

24 年３月 30 日大阪市条例第 49 号。以下「条例」という。）」の定める基準を遵守し、

保育の実施に必要な職員として、上記の職種の職員を配置します。 

＜各職種の勤務体系＞ 

職 種 勤務体系 

所長 正規の勤務時間帯（7時 00分～19時 30分）のうち、７時間 45分 

副所長 正規の勤務時間帯（7時 00分～19時 30分）のうち、７時間 45分 

保育士 正規の勤務時間帯（7時 00分～19時 30分）のうち、７時間 45分 

技能職員 正規の勤務時間帯（8時 30分～17時 15分）のうち、７時間 45分 

※ ローテーションにより、各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 

※ 職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。 

 

 

７ 保育を提供する日 

  保育を提供する日は、月曜日から土曜日とします。 

  ただし、年末年始（12月 29日から１月３日）は休所となります。 
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８ 保育を提供する時間 

  保育を提供する時間は、次のとおりとします。 

 (1) 保育標準時間認定に係る保育時間 

   保育標準時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、７

時 30分から 18時 30分までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。（実

際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘

案し、当所「こども青少年局」との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します） 

    なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合

は、19時 30分までの範囲内で、時間外保育を提供いたします。（時間外保育の利

用に当たっては、市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途利用者負

担が必要となります） 

 

 (2) 保育短時間認定に係る保育時間 

 保育短時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、８時

から 16時までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。（実際に保育を提

供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、当所「こ

ども青少年局」との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します） 

   なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合

は、7 時 30 分から８時まで又は 16 時から 19 時 30 分までの範囲内で、時間外保

育を提供いたします。（時間外保育の利用に当たっては、市町村にお支払いいた

だく通常の保育料の他に、別途利用者負担が必要となります） 
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９ 食事の提供方法及び提供を行う日、アレルギー対応状況及び栄養士の配置状況 

 (1) 食事の提供方法 

   保育所において、調理を行います。 

 

 (2) 食事の提供を行う日 

   保育を提供する日は、毎日食事の提供を行います。 

   児童の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。 

 午前間食 昼食 午後間食 備考 

０歳児 9時 30分頃 11時頃 15時頃  

１歳児 9時 30分頃 11時頃 15時頃  

２歳児 9時 30分頃 11時頃 15時頃  

３歳児  11時 30分頃 15時頃  

４歳児  11時 30分頃 15時頃  

５歳児  11時 30分頃 15時頃  

  ※ 献立表は毎月別途お知らせします。 

 

 (3) アレルギー対応状況 

   除去食及び代替食に対応 

   食物アレルギー対応マニュアル 有 

 

 (4) 栄養士の配置状況 

   公立保育所については、大阪市役所こども青少年局において、栄養士を配置し

て、献立の作成や栄養価等の評価を実施し、安全な食の提供に努めております。 

 

  ※ 食物アレルギー等による配慮食の提供については、医師の「生活管理指導表」

が必要となります。 

 

 

10 利用料金 

 (1) 特定教育・保育に係る利用者負担（保育料相当額の施設使用料） 

   支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村が定める保育料相当額を施設使用

料としてお支払いいただきます。 

 

 (2) 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 

   (1)に掲げる保育料相当額の施設使用料のほか、別表に掲げる費用を負担して

いただきます。お支払方法については、別途お知らせします。 

 

(3) 実費徴収に係る補足給付事業 

   生活保護世帯に対して、(2)に係る費用のうち教材費、被服費等について月額

2,800円を上限に申請により助成されます。  
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11 利用の開始に関する事項 

   区役所の利用調整に基づき当所に利用の要請をされた児童の保護者が本重要

事項説明書等に同意された後に保育の提供を開始いたします。 

 

 

12 利用の終了に関する事項 

   当所は、以下の場合には保育の提供を終了いたします。 

  (1) 児童が小学校に就学したとき 

  (2) 児童の保護者が、児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給要件

に該当しなくなったとき 

  (3) その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

 

13 嘱託医 

   当所は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 

 (1) 内科 

医療機関の名称 長尾医院 

嘱 託 医 氏 名 長尾 年史 

所  在  地 大阪市東淀川区東中島 3－3－20 

電 話 番 号 06-5678-1234 

 (2) 歯科 

医療機関の名称 下田歯科医院 

嘱 託 医 氏 名 下田 典子 

所  在  地 大阪市東淀川区西淡路 1－1－35 幹線東ビル 8F 

電 話 番 号 06-6323－5572 

 

 

14 緊急時の対応 

   入所されている児童に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、別途提出い

ただく緊急時連絡票に記載されている緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。 
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15 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 

防災設備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有 

・ガス漏れ報知機  有  ・非常警報装置   有 

・その他、カーテン等の防炎処理  有 

避難・消火訓練  避難及び消火の訓練は、毎月１回以上実施します。 

 

 

16 虐待の防止のための措置に関する事項 

  職員による児童への虐待防止のため、以下の措置を講じています。 

 (1) 職員に対して虐待防止研修を実施 

 (2) 虐待防止マニュアルの作成、運用 

 

 

17 要望・苦情等に関する相談窓口 

   当所では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

 

当所 

ご利用相談窓口 

・窓口担当者  副所長名 滝井 康代 

・ご利用時間  9：00 ～ 17：30 

・電話番号   06-6323－9800 

・Ｆ Ａ Ｘ   06-6323－9800 

 担当者が不在の場合は、当所職員までお申し出ください。 

 

 

18 利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額 

   当所では、以下の保険に加入していただくこととなります。 

保険の種類 独立行政法人日本スポーツ振興センター保険 

保険の内容 災害共済給付 

補償額 （医療費）１つの災害につき 5,000円以上のものについ

て医療費を支給 

（死亡見舞金）補償上限額 3,000万円 等 

 ※詳しくは、別途配付する「独立行政法人日本スポーツ振興センター加入のご案内」

を御確認ください。  
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19 児童の利用状況（毎年度 4月 1日現在） 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

０歳児 2人 3人 3人 

１歳児 18人 18人 17人 

２歳児 17人 18人 18人 

３歳児 19人 19人 19人 

４歳児 16人 22人 18人 

５歳児 19人 16人 23人 

 

 

20 第三者評価の受審、自己評価の実施状況 

項 目 受審、実施状況 受審、実施結果 

第三者評価受審状況 未実施（検討中） ― 

自己評価の実施状況 未実施（検討中） ― 

 

 

21 子ども・子育て支援法第 39条第３項、第５項の規定により公表・公示された旨 

  公表・公示された案件はありません。 
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22 当所における警報発令、地震発生時等の対応について 

暴風警報等発表時 

大阪市域に暴風警報または特別警報が発表された場

合、次のとおり対応します。 

 

・保育開始前に発表された場合 

原則として休所します。 

 

・保育開始後に発表された場合 

発表された時点で休所します。可能な限り速やかなお

迎えをお願いします。 

 

・大阪市が河川氾濫

の「警戒レベル３

（高齢者等避難）」

以上発令 
 

気象庁が発表する「警

戒レベル３相当」は含

まない。 

 

・高潮に関する大阪

府市からの早めに

避難の呼びかけが

あった場合 

 

・保育開始前に発令された場合 

避難区域に所在する保育所は休所します。 

 

 

・保育開始後に発令された場合 

発令された時点で休所します。可能な限り速やかなお

迎えをお願いします。 

地震発生時 

大阪市内 24 区のうちのいずれか１区でも震度５弱以

上を観測した場合、次のとおり対応します。 

 

・保育開始前に発生した場合 

 原則として休所します。 

 

・保育開始後に発生した場合 

 発生した時点で休所します。可能な限り速やかなお迎

えをお願いします。 

 

・保育終了後に発生した場合 

翌日は休所します。 
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津波警報・大津波警

報発表に伴う避難指

示発令 

津波警報・大津波警報発表により避難指示発令があっ

た場合、次の避難指示該当区に所在する保育所では、次

のとおり対応します。 

 

・保育開始前に発令された場合 

 原則として休所します。 

 

・保育開始後に発令された場合 

直ちに所定の避難ビルまたは３階以上の安全な場所

へ避難して安全を確保しますので、可能な限り速やかな

お迎えをお願いします。 

 

【避難指示該当区】 

 北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区 
 港区・大正区・浪速区・西淀川区・淀川区・旭区 
 城東区・鶴見区・住之江区・ 住吉区・西成区 

JR 大阪環状線及び

Osaka Metro 全線が

運休（計画運休を含

む） 

・保育開始前に発表された場合 

災害などを起因として運休となった場合や始発から

計画運休が予定されている場合は、原則として休所しま

す。 

 

・保育開始後に発表された場合 

保育を継続します。ただし、計画運休が予定されてい

る場合は、お迎えをお願いします。 

建物等に甚大な被害

が発生し、安全な保

育ができない場合 

・保育開始前に発生した場合 

原則として休所します。 

 

・保育開始後に発生した場合 

発生した時点で休所します。可能な限り速やかなお迎

えをお願いします。 

 

23 当所におけるその他の留意事項 

喫煙 当所の敷地内はすべて禁煙です。 

宗教活動、政治活動、 

営利活動 

利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対す

る宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 

送迎 当所への自動車での通所は原則認められません。 
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別表 

 

 

 

１ 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金 

項目 内容、負担を求める理由及び目的 金  額 

主食費 3、4、5歳児の主食提供に係る実費負担 月額 1,100円 

副食費 3、4、5歳児の副食提供に係る実費負担 

月額 4,900円 

※ただし、所得状況などに

より減免される場合がありま

す。 

行事費 所外保育に係る実費負担 随時 500円程度 

被服費 帽子等個人持ちの物品に係る実費負担 入所時 1050円程度 

教材費 個人負担の教材等に係る実費負担 入所時 2050円程度 

教材費 誕生日カード 随時 194円程度 

その他 日本スポーツ振興センター保険料 年額 210円程度 

その他 
紙おむつのサブスクリプション（利用者

のみ） 
月額 2,090円程度 

その他 午睡用寝具リース代（利用者のみ） 月額 1,595円程度 

その他 修了記念アルバム代 ５歳児 4000 円程度 
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２ 時間外保育に係る利用者負担 

 (1) 保育所の供用時間の範囲内で、「保育必要時間申請書」により決定された保育

必要時間を超えて、延長保育事業を利用される場合は、当該市町村が定める保

育料相当額の他に、本市が定める延長保育事業の利用料をご負担いただきます。

なお、標準時間認定でかつ定期的に延長保育事業を利用される場合は、「延長保

育事業利用申請書」をご提出いただきます。 

項目 内容 金  額 

短時間認定 １時間延長 300円 

短時間認定 ２時間延長 600円 

短時間認定 ３時間延長 700円 

標準時間認定 月額 2,900円 

標準時間認定 日額 300円 

   ※ただし、所得状況などにより減免される場合があります。 
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当所における保育の提供を開始するに当たり、本書面に基づき重要事項の説明を行

いました。 

  

 保育所名 ：大阪市立日之出保育所 

 説明者職名：所長 脇阪 真理子         

 

- 

 

 

私は、本書面に基づいて日之出保育所の利用に当たっての重要事項の説明を受け、

同意しました。 

 

   年  月  日 

 

保護者住所： 

 児童氏名 ： 

 保護者氏名（自署）： 

 児童から見た続柄： 
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個人情報使用同意書 

 

下記児童及びその保護者等に係る個人情報については，以下の目的

のために必要最小限の範囲内において使用することに同意します。 

 

・小学校への円滑な移行・接続が図れるよう，修了に当たり入学する

予定の小学校との間で情報を共有すること。 

・他の保育所等へ転所する場合その他兄弟姉妹が別の施設等に在籍す

る場合において，他の施設との間で必要な連絡調整を行うこと。 

・緊急時において，病院その他関係機関に対し必要な情報提供を行う

こと。 

 

   大阪市長 様 

 

                   年  月  日 

  保護者住所： 

  児童氏名 ： 

  保護者氏名： 

  児童から見た続柄： 

 


